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　新型コロナウイルス感染症の影響による生活不安やストレスで児童虐待が増え
ています。ひとりで抱え込まず、ご相談ください。
[問合せ]子育て支援総合センター☎5630－6351

■  両国子育てひろば☎3621－1314（相談専用）
■  文花子育てひろば☎3616－0393（相談専用）
[受け付け]午前9時～午後6時（月曜日・祝日・年末年始を除く）

■  子育て支援総合センター☎5630－6677（相談専用）
[受け付け]月曜日～金曜日の午前9時～午後6時（祝日・年末年始を除く）

夜間や休日の緊急時　＊年末年始はこちらに連絡（通報）を！
■  児童相談所全国共通ダイヤル☎1

いちはやく
89（24時間受け付け）

■東京都児童相談センター☎5937－2330
生命に関わるような緊急時
■  本所警察署☎5637－0110　■向島警察署☎3616－0110

秘密は守られ、匿名での
連絡も可能です！

お父さん・お母さんへ
子育ての悩み、ひとりで抱え込まず、相談を！

子どものみんなへ
かぞくから いたいことを されて
つらいときは、でんわ してね。
いつでも、そうだん できるよ。☎1

いちはやく
89

児童虐待に関する相談窓口
児童虐待かも、と思ったらすぐにお電話ください

■  子育て支援総合センター☎5630－6351
[受け付け]月曜日～金曜日の午前9時～午後6時（祝日・年末年始を除く）
■  江東児童相談所☎3640－5432
[受け付け]月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）

地域の方へ 「おかしいな、虐待かも？」と感じたら迷わず連絡を！

区では、皆さんがいつまでも健康に過ごせるよう「健康寿命U
アップ
P大作戦！」を展開しています。この取組の1つと

して、「すみだ1ウィーク・ウォーク〝ウォーキングチャレンジプログラム〞」を実施します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止による外出自粛等で運動不足になっている方も多いようですが、健康寿命アッ

プには、適度な運動を続けることが重要です。感染症対策をしたうえで、楽しく歩いて健康づくりに努めましょう。
[問合せ]保健計画課健康推進担当☎5608－8514

ご存じですか？ご存じですか？
便利なウォーキングアプリ便利なウォーキングアプリ

「「aa
あ る く とあ る く と

ruku&ruku&」」
日々の歩数を計測できるほ

か、区内のウォーキングコース
や区からの健康に関するお知ら
せ等の情報を受け取ることがで
きます。また、チームを組んで歩
数を競ったり、様々なミッショ
ンをクリアすることで、プレゼ
ントに応募したりすることもで
きます。
[費用 ]無料 [利用方法 ]右記
コードからアプリをダウンロー
ドして利用登録

「「すみだ1ウィーク・ウォークすみだ1ウィーク・ウォーク」」をを実施します実施します！！！！

歩数計や専用アプリ「a
あ る く と
ruku&」を使い、7日間の総歩数を区へお知らせください。

エントリー [対象]区内在住在勤在学の方、区内で活動するグループ・企業等
[申込み]催し名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号(企業・団体
の場合は、企業・団体名、代表者の氏名・電話番号、参加人数)を、
直接または電話、郵送、ファクス、Eメールで10月28日(必着)まで10月28日(必着)まで
に〒130－8640保健計画課健康推進担当(区役所5階)☎5608－
8514・℻  5608－6405・ HOKENKEIKAKU@city.sumida.lg.jp
へ　＊申込者には実施方法の詳細を通知

1

測定方法を選択 アプリ「aruku&」または歩数計2
7日間の歩数を測定 10月15日(土)～11月13日(日)のうち連続する7日間3
集計して提出 「aruku&」で自動集計または専用の用紙で提出4

後日、本紙や区ホームページで結果発表！

参加方法

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

区
政
そ
の
他

すみだタウンミーティング
｢ACTiON!すみだS

エスディージーズ
DGs｣ 共に

つくる〝持続可能な｢すみだ｣〞

10月15日(土)午前10時～
正午

▼会場＝すみだリバー
サイドホール2階イベ
ントホール(区役所に
併設)　 ▼オンライン＝
参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
｢Zoom｣を使用

内すみだにおけるSDGsに注目し、現在の取組や今後の発展に向けたア
イディア等について、区長を交えて語り合う　対区内在住在勤在学の方　
定 ▼会場＝先着40人　 ▼オンライン＝先着50人　費無料　申事前に、

▼会場＝催し名・住所・氏名・電話番号・一時保育および手話通訳希望
の有無を、電話またはファクス、Eメールで地域活動推進課まなび担当
☎5608－6202・ ℻  5608－6934・ KATSUDOSUISHIN@city.
sumida.lg.jpへ　＊区ホームページからも申込可　 ▼オンライン＝区
ホームページから申込み　＊参加の可否は後日通知　＊受け付けは10
月11日まで(一時保育・手話通訳を希望する場合は9月30日
まで)　＊事前アンケート(任意)を区ホームページ上で10月
11日まで実施

ぽ
け
っ
と

相続寺子屋区民講座｢初めて学ぶ
相続の基礎｣

10月11日(火) ▼講義＝午
後1時半～3時　 ▼個別相談
＝午後3時～4時

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内相続の基礎を学ぶ　定 ▼講義＝先着10人　 ▼個別相談＝先着1組　
費無料　申事前に電話で相続寺子屋東京事務局 髙橋☎090－9014－
8106へ

聴こえのサポートの研修会 10月26日(水)午後4時～6
時

順天堂東京江東高齢者
医療センター1階第一
会議室 ( 江東区新砂
3－3－20)

内耳鼻咽喉科の医師から難聴の対策や補聴の機器を学ぶ　＊実演あり　
対聴こえ方が気になる方など　定先着60人　費無料　申 10月4日午
前10時から専用サイトで申込み　問順天堂東京江東高齢者
医療センター耳鼻咽喉科☎5632－3111・℻  5632－3163

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ
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